
東近江市児童相談支援事業こころが関わる主な事業所　　   　　令和６年10月現在

実施主体・事業所名 児童発達支援センター　めだかの学校

サービスの種類 児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援

所在地 〒527-0022 東近江市八日市上之町1－41

電話・FAX・e-mail
電話：0748－24－0664 　　FAX：0748－22－5151
e-mail：medaka@city.higashiomi.lg.jp

開所日 月曜日～金曜日（祝日除く）

開所時間 午前８時30分～午後５時15分

定員 児童発達支援　１日30名　/　保育所等訪問支援　無

対象児 発達の遅れ・発達障害児・肢体不自由児・医療的ケア児・重症心身障害児・その他

送迎の有無 無し

支援の内容

　めだかの学校は、公設公営の児童発達支援センターです。児童発達
支援、保育所等訪問支援のサービス提供に加え、地域の発達支援の中
核的役割を担っています。保育士や心理士等の専門職がそれぞれの専
門性を生かして支援します。

【児童発達支援】
　子どもの発達状況に合わせた小集団での活動の中で、子どもたちが
「楽しい」「うれしい」「わかる」「できる」と実感できるように関
わります。活動時間は週に１回、100分～120分程度です。
　親子活動や日々の活動を振り返る中で、子どもの発達状況やこれか
らの目標を確認し、保護者が安心して子育てできるように支援しま
す。グループの保護者がつどい、悩みを共有したり、仲間同士で子育
てについて学んだり考えたりする場を提供します。
　支援を必要とする子どもが地域で適切な支援が受けられるよう、就
園・就学先と連携します。また、併行通園先と支援内容を共有し、連
携します。
≪主な活動内容≫
・トランポリンや滑り台などの遊具を使った運動遊び
・親子でのふれあい遊びや子ども同士のルール遊び
・制作や感触遊び
・公共交通機関の利用やお買物などの戸外活動　　　など

【保育所等訪問支援】
　子どもたちの生活の場に職員が訪問し、集団生活でのお子さんの様
子を観察して、困っていることやその原因について分析をします。コ
ミュニケーションや集団活動の参加方法についてオーダーメイドの支
援を行います。
　また、訪問先の職員とお子さんの課題を共有し、お子さんへの関わ
り方や環境作りについて考えます。


